
１．学会規程の改正に関する新旧対照表 
（旧） （新） 

第１１条 定款第５０条第１項に規定す

る委員会は、次の委員会とする。 

（１） 財務委員会 

（２） 編集委員会 

（３） 企画委員会 

（４） 広報出版委員会 

（５） 学術委員会 

（６） 賞等選考委員会 

 
 
８．（新設） 

 
 

 
９．（新設） 

 

 
 
第１２条 前条の各委員会の委員⻑は、そ

の研究・調査の成果を理事会に報告する。 

 
 

 
２．理事長は、前項の報告を広く社会に

周知する必要があると認めたときは、開

示その他適当な方法によりこれを行う。 
３．理事長は、必要に応じて学術経験者

の中から学術顧問を提案し、理事会の決

議により選任することができる。学術顧

問は、前条の各委員会の活動に助言を与

第１１条 定款第５０条第１項に規定す

る委員会は、次の委員会とする。 

（１） 財務委員会 

（２） 編集委員会 

（３） 企画委員会 

（４） 広報出版委員会 

（５） 学術委員会 

（６） 賞等選考委員会 

（７） 倫理委員会 

 

８．常設委員会の運営上で必要と認めら

れる場合、委員会の審議及び理事会の承

認の下、委員会規程を制定することがで

きる。 

９．各委員会委員⻑は必要に応じて、理事

会の承認の下、⼩委員会・ワーキンググル

ープを設置することができる。 

 

第１２条 前条の各委員会の委員⻑は、そ

の研究・調査の成果を理事会に報告する。 

２．理事⻑は、倫理委員会委員⻑からの要

請に基づき、調査・報告・⽀援を⾏わなけ

ればならない。 

３．理事⻑は、前⼆項の報告を広く社会に

周知する必要があると認めたときは、開

⽰その他適当な⽅法によりこれを⾏う。 

４．理事⻑は、必要に応じて学術経験者の

中から学術顧問を提案し、理事会の決議

により選任することができる。学術顧問

は、前条の各委員会の活動に助⾔を与え



えるとともに、理事長の要請があれば理

事会にオブザーバーとして参加すること

ができる。 

 
（平成 28年 6月 28日改定） 

 

 

るとともに、理事⻑の要請があれば理事

会にオブザーバーとして参加することが

できる。 

 

（平成２８年６⽉２８⽇改定） 

（平成２９年６⽉５⽇改定） 

 

 
  



２．会員規程の改定に関する新旧対照表 
 

（旧） （新） 
第 2条 
３．学生会員は、大学及び大学院生並びに

これに準ずる学校に在籍する学生（社会

人であって大学院に在籍する学生は除

く。）で放射線科学に興味を持つ個人。在

籍を証明できる書類を毎年事務局まで提

出しなければならない。 
４. 功労会員は、この法人に特に功労のあ
った者又は放射線科学の発展に関し功績

のあった者で、終身会員の中から理事会

が推薦し、社員総会の承認を得た者 
５. 名誉会員は、理事（幹事）又は学術集

会会長（細則第２条）経験者等この法人に

特に功労のあった者又は放射線科学の発

展に関し功績のあった者で、原則として

功労会員の中から理事会が推薦し、社員

総会の承認を得た者 

 
第 5条 
定款第７条第１項の会費については、年

額を以下のように定める。ただし、会費に

値上げ等の変動があった場合はこの限り

ではない。 

 

第 6条 

２.休会期間中の年会費は 1,000 円とす
る。名簿には名前が残るが、会員としての

権利を行使できない。 

 

第 2 条 

３．学⽣会員は、⼤学及び⼤学院並びにこ

れに準ずる学校に在籍する学⽣（社会⼈

であって⼤学院に在籍する学⽣は除く。）

で放射線科学に興味を持つ個⼈。在籍を

証明できる書類を毎年事務局まで提出し

なければならない。 

４. 功労会員は、この法⼈に特に功労のあ

った者⼜は放射線科学の発展に関し功績

のあった者で、終⾝会員の中から、賞等規

程で定める⽅法により決定された者 

５. 名誉会員は、理事（幹事）⼜は学術集

会会⻑（細則第２条）経験者等この法⼈に

特に功労のあった者⼜は放射線科学の発

展に関し功績のあった者で、原則として

功労会員の中から、賞等規程で定める⽅

法により決定された者 

 

第 5 条 

定款第７条第１項の会費については、年

額を以下のように定める。ただし、会費に

値上げ等の変更があった場合はこの限り

ではない。 

 

第 6 条 

２.休会期間中の年会費は 1,000 円とす

る。名簿には名前を記載するが、会員とし

ての権利を⾏使できない。 

 



付則 本規程は、この法⼈の成⽴の⽇か

ら施⾏する。 

 

付則  

１ 本規程は、この法⼈の成⽴の⽇から

施⾏する。 

２ 法⼈化の時点で満６５歳を越えてい

た会員は、60,000 円より満６５歳を越え

てから納⼊した会費を差し引いた額を⼀

括納⼊した場合、終⾝会費とし、以後の会

費は免除される。 

 
  



３．細則の改定に関する新旧対照表 
 

（旧） （新） 
第 5条 
（６） 賞等選考委員会：放射線影響学

会奨励賞、放射線影響学会賞等の選考を

行う。また、放射線影響学会功績賞、放射

線影響学会功労会員・名誉会員の推薦を

受け付け、その審査を行う。他学会からの

褒賞等の推薦依頼について理事長から諮

問を受けた場合には、適切な候補者を選

考し、理事長に答申する。 

 
（７）（新設） 

 

 
 
 

 
 
 
第５条３．（新設） 

第 5 条 

（６） 賞等選考委員会：放射線影響学会

賞、放射線影響学会奨励賞、⽇本放射線影

響学会⼥性研究者顕彰・岩崎⺠⼦賞等の

選考を⾏う。また、放射線影響学会功績

賞、放射線影響学会功労会員・名誉会員の

推薦を受け付け、その審査を⾏う。他学会

からの褒賞等の推薦依頼について理事⻑

から諮問を受けた場合には、適切な候補

者を選考し、理事⻑に答申する。 

（７） 倫理委員会：⽇本放射線影響学会

憲章の周知・啓発・運⽤を⾏うことを⽬的

とし、本法⼈が社会の信頼と期待を負託

された学術研究者集団としてさらに発展

していくために、理事等の利益相反を適

切に管理し、学会憲章に沿った会員の真

摯な学術活動を⽀援する。 

 

第５条３．倫理委員会を除く各委員会の

委員⻑は、倫理委員会委員⻑からの要請

に基づき、調査・報告・⽀援を⾏わなけれ

ばならない。 

 

 


